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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 第１種社会福祉事業（特別養護老人ホームの経営） 

第２種社会福祉事業（老人短期入所事業の経営・老人デイサービス事業の経営・ 

老人居宅介護等の事業の経営・老人介護支援センターの 

経営） 

行 動 計 画 期 間 令和６年２月１日から令和１１年１月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限， 

雇用保険法に基づく育児休業給付，労働基準法に基づく産前産後休

業など諸制度の情報提供，相談体制の整備を行う。 

＜対策＞ 

・2024 年１月～ 相談体制について検討を行う。 

・2024 年１月～ 職員周知の為のパンフレットの配布，説明および相談体 

制を周知する。 

必要に応じて制度の利用促進又は実施上の課題解決につい 

て，社会保険労務士の助言を受ける。 

目標２）妊娠中や出産後の女性労働者の健康管理について，労働者に対する 

制度の周知や情報提供及び相談体制の整備を行う。 

＜対策＞ 

・2024 年１月～ 就業規則等の内容の周知を行い，健康管理についての相談 

窓口を設置し，気軽に相談できる体制をとる。 

目標３）育児休業後における原職又は原職相当職への復帰しやすい体制を作 

るために復職前のカウンセリング制度及び復職時の研修制度を設け

る。 

＜対策＞ 

・2024 年１月～ 育児休業取得者に対し，復職後の働き方についてのヒヤリ 

ングを行い，仕事の悩みや不安を取り除くためのサポート 

体制の検討を行う。 

・2024 年１月～ 制度実施の説明を行い，職員へ周知する。 

目標４）年次有給休暇の取得の促進 

＜対策＞ 

・2024 年１月～ 主任会議や職員会議等で取得するよう促し，会議録に残す 



 

・2024 年１月～ 有給休暇取得の少ない職員への個別周知を行う。 

目標５）子どもが保護者である職員の働いているところを実際に見ることが 

出来る。 

＜対策＞ 

・2024 年１月～ 制度実施の説明を行い，職員へ周知する。 

         (注)感染症流行時は検討 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■年次有給休暇の取得推進 

・各種職員会議で図っています 

■両立支援対策 

・育児介護と家庭の両立支援のために、夜勤の免除・勤務シフトへの配慮・そ

の他にも相談内容に対応できるよう相談の機会を構築しています。 

■リフレッシュ休暇 5 日の取得推進 

・年次有給休暇とは別にリフレッシュ休暇 5 日も付与し、心身の健康を保てる

よう取得推進に取り組んでいます。 

■フレックスタイムの導入 

・いつでも相談できるよう、面談の機会を設けます。 

■育児休業制度・母性健康管理のための休暇・子の看護休暇の導入 

・相談内容に応じて情報の提供を行い、復帰後も安心して働けるよう支援して

います。 


